
昭
和
三
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

偽
造
通
貨
取
扱
規
則

偽
造
通
貨
取
扱
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
偽
造
通
貨
の
鑑
識
を
行
う
た
め

必
要
な
手
続
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
偽
造
通
貨
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
偽
造
通
貨
と
は
、
偽
造
、

変
造
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
貨
幣
、
紙
幣
又
は
銀
行
券

を
い
う
。

（
偽
造
通
貨
の
送
付
）

第
三
条
　
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
（
以
下

「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
偽
造
通
貨
を
発
見
し

た
と
き
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
こ
れ
を
偽
造
通
貨
送
付
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）

と
共
に
、
速
や
か
に
科
学
警
察
研
究
所
長
（
以
下
「
研

究
所
長
」
と
い
う
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
関
東
管
区
警
察
局
長
は
、
偽
造
通
貨
を
発
見
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
察

本
部
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
偽
造
通
貨
送
付
に
伴
う
処
置
）

第
四
条
　
研
究
所
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送

付
を
受
け
た
偽
造
通
貨
に
つ
い
て
鑑
識
し
、
偽
造
又
は

変
造
と
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
分
類

し
、
符
号
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
研
究
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
鑑
識
の
結
果
及

び
符
号
、
発
見
区
域
、
発
見
枚
数
そ
の
他
参
考
事
項
を

当
該
警
察
本
部
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
偽
造
通
貨

を
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
研
究
所
長
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
関
係
警
察
本

部
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
件
検
挙
の
場
合
の
報
告
）

第
五
条
　
関
東
管
区
警
察
局
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
通

貨
偽
造
事
件
を
検
挙
し
た
と
き
は
、
通
貨
偽
造
事
件
検

挙
報
告
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
研
究
所
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
送
付
さ
れ
た
偽
造
通
貨

は
、
こ
の
規
則
に
基
い
て
送
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
三
日
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
一
〇
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類

は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
様
式

注
意 

１
、
種
別
は
、
銘
価
及
び
貨
幣
、
紙
幣
、
銀
行
券
の
別
を
記
入
す
る

こ
と
。 

 
 
 

２
、
現
品
は
、
堅
ろ
う
、
、
な
封
筒
に
納
め
、
こ
れ
を
本
送
付
書
と
同
封

送
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 

３
、
鑑
定
を
嘱
託
す
る
場
合
は
、
備
考
に
そ
の
旨
を
記
入
す
る
と
と

も
に
鑑
定
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 
 

４
、
送
付
書
は
、
用
紙
半
切
判
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。 

 種
別 

別
記
様
式 

 

第
一
号 

 
 
 
 

偽
造
通
貨
送
付
書 

 
 
 

令
和 

年 

月 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
察
本
部
長
名 

 
 
 
 

科
学
警
察
研
究
所
長 

殿 

 年
別 

 記
号

番
号 

 枚
数 

 
逮
捕
、

未
逮
捕

の
別

 

 
発

見

年
月
日 

 発
見

場
所 

 鑑
定

事
項 

 備
考 

 

 

備

考 

偽
造
通
貨
の
種
類 

製
造
方
法
そ
の
他

参

考

事

項 

犯
罪
の
年
月
日
、

場
所
そ
の
他
事
件

の
概
要 

事

件

名 

被
疑
者
住
所
、
氏

名 

 

第
二
号 

 
 
 
 

通
貨
偽
造
事
件
検
挙
報
告
書 

 
 
 

令
和 

年 

月 

日 

 
 
 
 
 

管
区
警
察
局
長
又
は
警
察
本
部
長
名 

 
 
 
 

科
学
警
察
研
究
所
長 

殿 

 

 

    

符
号  

年
齢 枚

数  

国
籍 

性
別 そ

の
他 
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